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応じた必要な措置

11

職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの原因や背景
となる要因を解消するための措置

妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの発生の原因や背景となる要因を解消す
るため、業務体制の整備など、事業主や妊娠等した労働者その他の労働者の実情に応じ、
必要な措置を講ずること（派遣労働者にあっては派遣元事業主に限る）。

■ 妊娠等した労働者の周囲の労働者への業務の偏りを軽減するよう、適切に業務分担
の見直しを行うこと。

■ 業務の点検を行い、業務の効率化等を行うこと。

取組例

ポイント

● ハラスメントの発生の原因や背景となり得る否定的な言動の要因の一つには、妊娠
した労働者がつわり等の体調不良のため労務の提供ができないことや、労働能率が低
下すること等により、周囲の労働者の業務負担が増大することがあります。

● 例えば、育児休業取得者の業務について、業務量の調整をすることなく、特定の労
働者にそのまま負わせることは、育児休業取得者への不満につながり、休業後の円滑
な職場復帰に影響を与えハラスメントが発生することにもなりかねません。
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